
令和元年９月号 

        交 通 安 全 テ ス ト 

（中学・高校生用） 

正しいものには○を、まちがっているものには×を記入してください。 

 

① 自転車を運転して、一定の違反行為（危険行為）をして繰り返し検挙されたり、交通

事故を起こした場合は、自転車運転者講習の受講を命ぜられる。 

 

 

 

 

② 未成年であっても、自転車運転者講習の受講命令の対象となるが、義務教育の中学生

は対象外である。                        

  

 

 

③ 携帯電話（スマートフォン）を手に持って通話したり、ゲーム等が表示された画像を

見ながら自転車を運転してもよい。 

 

 

 

④ 自転車で走行中、一時停止の標識のある交差点で、左右の安全を確かめ、速度を落と

して進行した。 

 

 

 

⑤ 過去３年で自転車の交通事故が最も多い時間帯は通学時間である午前８時～午前１

０時である。 

 



交 通 安 全 テ ス ト 令和元年９月号                      

解答・解説（中学・高校生用）            

① 自転車を運転して、一定の違反行為（危険行為）をして繰り返し検挙されたり、交通

事故を起こした場合は、自転車運転者講習の受講を命ぜられる。【〇】 

Ａ：違反行為をして繰り返し検挙されたり、違反行為をして繰り返し交通事故を起こしたりす

ると自転車運転者講習の受講を命ぜられます。 

● 道路交通法第１０８条の３の４（自転車運転者講習の受講命令（抜粋）） 

公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 

この法律の規定に基づく処分に違反する行為であって道路における交通の危険を生じさせ

るおそれのあるものとして政令で定めるものを反復してした者が、更に自転車を運転する

ことが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定

めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に

行われる第１０８条の２第 1 項第１４号に掲げる講習を受けるべき旨を命ずることができ

る。 

※ 道路交通法第１０８条の２第１項（講習） 

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。 

第14号  自転車の運転による交通の危険を防止するための講習    

    ～政令で定めるもの～ 

● 道路交通法施行令第４１条の３（危険行為） 

法第１０８条の３の４の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる

行為とする。 

１ 法第７条（信号機の信号等に従う義務）の規定に違反する行為 

  ２ 法第８条（通行の禁止等）第１項の規定に違反する行為 

   ３ 法第９条（歩行者用道路を通行する車両の義務）の規定に違反する行為 

  ４ 法第１７条（通行区分）第１項、第４項又は第６項の規定に違反する行為 

  ５ 法第１７条の２（軽車両の路側帯通行）第２項の規定に違反する行為 

  ６ 法第３３条（踏切の通過）第２項の規定に違反する行為 

  ７ 法第３６条（交差点における他の車両等との関係等）の規定に違反する行為 

  ８ 法第３７条（交差点における他の車両等との関係等）の規定に違反する行為  

      ９ 法第３７条の２（環状交差点における他の車両等との関係等）の規定に違反する

行為 

     10 法第４３条（指定場所における一時停止）の規定に違反する行為 

     11 法第６３条の４（普通自転車の歩道通行）第２項の規定に違反する行為 

     12  法第６３条の９（自転車の制動装置等）第１項の規定に違反する行為 

      13 法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項の規定に違反する行為（法第１１７

条の２第１号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。） 

      14 法第７０条（安全運転の義務）の規定に違反する行為 



 ＜指導のポイント＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前図に示されている１４の違反行為は、自転車運転者講習制度の危険行為として定めら

れています。 

 
 



② 未成年であっても、自転車運転者講習の受講命令の対象となるが、義務教育の中学生
は対象外である。【×】 
Ａ：中学生も対象となる場合がある。 

● 自転車運転者講習の受講命令の対象となるのは１４歳以上の者である。  
● １４歳以上であれば、中学生も対象となります。 

 
 

③ 携帯電話（スマートフォン）を手に持って通話したり、ゲーム等が表示された画像を
見ながら自転車を運転してもよい。【×】 
Ａ：携帯電話（スマートフォン）を手に持って通話したり、表示されたゲームやメールの等の
画像を見ながら自転車を運転してはいけません。 
● 道路交通法第７１条（運転者の遵守事項（抜粋）） 
  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 
６ 前号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危 

 険を防止し、その他の交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 
● 大阪府道路交通規則第１３条（運転者の遵守事項（抜粋）） 
  法第７１条第６号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に 
 掲げるとおりとする。 
 ３  携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表 

示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 
●  交通の方法に関する教則 第３章第２節２（走行上の注意（抜粋）） 

自転車に乗る場合は、危険な走り方を避けるとともに、側方や後方の車の動きにも十分 
注意しましょう。 

（11） 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることによる片手で
の運転や、ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転
は、不安定になったり、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましょ
う。 

        

＜指導のポイント＞        
携帯電話（スマートフォン）を使用しながらの片手運転は安定を失う恐れがあり、ま

た、ゲームやメール等の画像を見ながらの脇見運転は非常に危険ですので、絶対にやめ
ましょう。 

           また、携帯電話を使用しながら通行して、交通事故を起こした場合には、問題①の自
転車運転者講習の受講対象となる危険行為の「14安全運転義務違反」に該当する場合が
あります。 

 
④ 自転車で走行中、一時停止の標識のある交差点で、左右の安全を確かめ、速度を落と
して進行した。【×】 
Ａ：自転車も止まらなければならない。 

● 道路交通法第４３条（指定場所における一時停止（抜粋）） 
    車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等

により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一
時停止しなければならない。 

● 交通の方法に関する教則 第３章第２節３（交差点の通り方 (抜粋）） 
(2)  信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意し

ましょう。 



   ア 「一時停止」の標識のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなり

ません。 
      イ  交差点に入るときは、交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで、安全を

十分確かめ、速度を落として通りましょう。また、狭い道路から広い道路に出るとき
は、特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましょう。 

※ 道路交通法第２条第１項第８号・第１１号（概要） 
・  車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 

    ・ 自転車は軽車両に分類される。 
 
＜指導のポイント＞ 

 車の仲間である自転車も、一時停止「止まれ」の標識がある交差点では、必ず一時停
止しなければなりません。 
道路標識のない交差点でも、いきなり飛び出さないで、安全を確かめ速度を落として

通りましょう。 

また、狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止して安全を確 
かめてから進むようにしましょう。 
指定場所一時不停止違反は問題①の自転車運転者講習の対象となる危険行為の｢10｣に 

該当します。 
 

⑤ 過去３年で自転車の交通事故が最も多い時間帯は通学時間である午前８時～午前１
０時である。【〇】 
Ａ：自転車の交通事故が一番多い時間帯は午前８時～午前１０時である。 

● 大阪府下の過去３年間（平成２８年から平成３０年）の自転車事故の発生件数を時間帯
別に見ますと午前８時～午前１０時の間が発生件数及び死傷者数が最も多く、次に発生
件数の多い時間帯が午後４時～午後６時です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指導のポイント＞ 

       通学、帰宅時間帯が自転車事故の発生が１番多い時間帯ですので、交通事故に遭わな

いために交通ルールを守り、より一層安全運転を心掛けましょう。 

       


